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船舶事故調査報告書 

 

平成２９年７月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年７月１０日 ０３時３９分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市博多港第１区 

博多港西防波堤南灯台から真方位１５０°１,０２０ｍ付近 

（概位 北緯３３°３６.０′ 東経１３０°２３.０′） 

事故の概要 瀬渡船第五はやと丸は、北北西進中、また、遊漁船孝
たか

王
おう

丸は、南南

東進中、両船が衝突した。 

第五はやと丸は、釣り客５人及び船長が負傷し、右舷中央部外板に

破口を生じ、また、孝王丸は、釣り客１人が負傷し、左舷船首部外板

に破口を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年７月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 瀬渡船 第五はやと丸、９.５６トン 

２９０－２３２４５福岡、個人所有 

１１.９７ｍ(Lr)×２.４０ｍ×０.９５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２７９.５kＷ、昭和５５年９月 

Ｂ 遊漁船 孝王丸、４.５４トン 

２９０－１９３１０福岡、個人所有 

１０.７７ｍ(Lr)×２.４４ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２１３.３kＷ、昭和５６年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１４年９月１７日 

免許証交付日 平成２４年３月２７日 

（平成２９年９月１６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６１歳 

一級小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成２６年７月１１日 

免許証交付日 平成２７年３月１２日 

（平成３２年３月１１日まで有効） 

甲板員Ｂ 男性 ７８歳 
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一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成元年１０月５日 

免許証交付日 平成２４年１１月６日 

（平成２９年１１月５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 軽傷 ６人（船長Ａ及び釣り客５人） 

Ｂ 軽傷 １人（釣り客） 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に破口 

Ｂ 左舷船首部外板に破口 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り大会に参加する釣り客等１

１人を乗せ、同大会の会場である博多港西防波堤に瀬渡しをする目的

で、平成２８年７月１０日０３時３３分ごろ、同大会に参加する釣り

客を乗せた僚船１隻と共に、法定灯火を表示し、博多港福岡船だまり

を発航した。 

Ａ船は、０３時３８分ごろ荒津
あ ら つ

大橋の南方約１５０ｍ付近を約５ノ

ット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で北北西進中、船長Ａ

が、船首方約４５０ｍ付近に、南下するＢ船の白灯と白波を認め、舷

灯が見えなかったので同航船か行会い船か分からずにいたところ、自

船に向かっている船であることに気付いて右舵を取ったが、Ｂ船が

徐々に自船に接近しているように感じたのでＢ船の進路を避けるつも

りで左舵を取った。 

Ａ船は、船長ＡがＢ船が更に接近し衝突のおそれを感じたので機関

を中立運転とした直後、その右舷中央部とＢ船の船首部とが衝突し

た。 

Ａ船は、本事故後、荒津大橋下の防波堤に着けて釣り客等全員を一

旦降ろし、状況を確認したのち福岡船だまりの発航地に戻り、釣り客

等全員は、Ａ船の僚船により福岡船だまりの発航地に戻った。 

Ａ船の僚船の船長は、福岡船だまりに戻った後、海上保安部に本事

故の発生を通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、釣り客９人を乗せ、０１

時２０分ごろ遊漁を終え、法定灯火を表示し、博多港に向けて福岡県

小呂
お ろ の

島北東方の釣り場を出発した。 

甲板員Ｂは、操舵室中央付近に立って手動操舵で操船し、船長Ｂ

は、甲板員Ｂの左側に立って見張りに当たっていた。 

Ｂ船は、博多港第１区に至り、船長Ｂがそれまで使用していたレー

ダーの電源を切って釣った魚を選別するため前部甲板に向かい、荒津

大橋の北西方約４００ｍ付近を約１４knの速力で緩やかに右転しなが

ら南東進した。 

Ｂ船は、０３時３８分ごろ荒津大橋北方約２５０ｍ付近を同橋に向
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けて南南東進中、甲板員Ｂが、左舷船首方に甲板上を照らす作業灯を

点灯した船を認めた後、左舷方の市場の岸壁の方を見ていたところ、

船首方至近にＡ船を認めたものの、どうすることもできずにＡ船と衝

突した。 

Ｂ船は、甲板員ＢがＡ船の船長に声を掛けて状況を確認し、魚を市

場で陸揚げしてから福岡船だまりの係留地に戻って釣り客を降ろした

後、甲板員Ｂが陸路でＡ船の係留地に向かった。 

Ａ船の釣り客５人、Ｂ船の釣り客１人及び船長Ａは、各々病院で診

察を受け、Ａ船の釣り客の１人が肋骨骨折と、Ａ船の釣り客４人、Ｂ

船の釣り客１人及び船長Ａが頸椎捻挫や打撲傷等とそれぞれ診断され

た。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 Ａ船は、電子ホーンを装備していたが、船長Ａが立った姿勢で操舵

し、Ｂ船の動静を監視していたことから、操舵室内の低い位置にあっ

たスイッチに手が届かず、同ホーンを吹鳴しなかった。 

船長Ａは、年に３回ほど家業の瀬渡し業の手伝いをしていた。ま

た、福岡船だまりから発航したのは、昨年に続いて２回目であった。 

Ａ船の僚船は、法定灯火のほか甲板を照らす作業灯を点灯してい

た。 

甲板員Ｂは、過去にＢ船の船長を務めており、船長Ｂに遊漁船業務

の指導を行っていた。 

Ｂ船は、本事故当時、日没前となる往路を船長Ｂが操船し、夜間と

なる復路を甲板員Ｂが操船していた。 

Ｂ船は、機関を回転数毎分２,０００として航行すると、正船首方

に死角が生じていたので、沖合を航行するときは、船首を左右に振っ

て死角を補う見張りをするほか、レーダーも併用していた。 

甲板員Ｂは、船首死角外にいたＡ船の僚船は視認できたものの、Ａ

船の僚船以外に前方に船はいないものと思って船首死角を補う見張り

を行わず、船首死角内にいたＡ船の存在に衝突直前まで気付かなかっ

たと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、博多港を北北西進中、船長Ａが、船首方にＢ船の白灯と白

波を認めた際、Ｂ船に対する見張りを適切に行っていなかったことか

ら、同航船か行会い船か分からず、Ｂ船との衝突を避けるための動作

が遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、Ｂ船の白灯を視認した際、舷灯が見えなかったことか

ら、Ｂ船が同航船か行会い船か分からなかったものと考えられるが、
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Ｂ船の舷灯が見えなかった状況を明らかにすることはできなかった。 

Ａ船は、注意喚起信号を行わなかったものと考えられる。 

Ｂ船は、博多港を南南東進中、甲板員Ｂが、Ａ船の僚船以外に前方

に船はいないものと思い、船首死角を補う見張りを適切に行っていな

かったことから、前路のＡ船に気付かずに航行し、Ａ船と衝突したも

のと考えられる。 

原因 本事故は、博多港において、Ａ船が北北西進中、Ｂ船が南南東進

中、船長Ａが、船首方にＢ船の白灯と白波を認めた際、Ｂ船に対する

見張りを適切に行っていなかったため、同航船か行会い船か分から

ず、Ｂ船との衝突を避けるための動作が遅れ、また、甲板員Ｂが、Ａ

船の僚船以外に前方に船はいないものと思い、船首死角を補う見張り

を適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・接近する船舶を認めた場合、早期に注意喚起を行うことが望まし

い。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

博多港西防波堤南灯台
Ｂ船の進路

Ａ船の進路

Ａ船の僚船

事故発生場所

（平成２８年７月１０日

０３時３９分ごろ発生）

福岡県 福岡市

福岡船だまり →

博多港第１区

Ｂ船

Ａ船

 


